
医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置について

医療的ケア児が身近な地域で必要な支援が受けられるように、障害児支援等の充実を図る。さらに、心身の状況に応じ

た保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援が受けられるよう、保健所、病院・診療所、訪問看護ステー

ション、障害児通所支援事業所、障害児入所施設、障害児相談支援事業所、保育所、学校等の関係者が連携を図るた

めの協議の場を設けること等により、各関連分野が共通の理解に基づき協働する総合的な支援体制を構築することが重

要である。なお、この場においては、医療的ケア児の支援が学齢期から成人期に円滑に引き継がれるよう、協議していくこと

が必要である。

関係機関等の連携に向けた施策

医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

⃝ 医療的ケア児とその家族を地域で支えられるようにするため、保健、医療、福祉、教育等の医療的ケア児支援に関わ

る行政機関や事業所等の担当者が一同い会し、地域の課題や対応策について継続的に意見交換や情報共有を図る

協議の場が必要である。そのため、地域において協議の場を設置し、定期的に開催することをお願いする。

⃝ 協議の場については、（自立支援）協議会、医療的ケア運営協議会、慢性疾患児童等地域支援協議会、地方版子ど

も・子育て会議等の既存の会議の枠組を活用することも考えられる。また、都道府県単位の設置・開催だけでなく、二

次医療圏や障害保健福祉圏域、市町村単位の設置・開催も想定されるので、地域の実情に応じて検討することをお願

いする。

医療的ケア児に対する支援体制の充実

医療的ケア児が適切な支援を受けられるように、平成３０年度末までに、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医

療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けることを基本とする。なお、市町村単独での設置

が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。

【成果目標】

（平成28年６月３日 医政発0603第３号 雇児発0603第４号 障発0603第２号 府子本第377号 28文科初第372号）

（平成29年厚生労働省告示第116号）
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医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置について
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注１）令和元年度中に設置予定を含む 注２）圏域の協議の場の数を含む 注３）圏域で設置している市町村を含む

協議の場の数注1）
協議の場を設置している

自治体数注１）
全自治体数 設置率

都道府県 72 47 47 100％

指定都市 23 20 20 100％

市区町村 754注2） 1,185注3） 1,741 68％

【調査方法】
厚生労働省障害保健福祉部障害福祉課から各都道府県の障害福祉部門に調査票を配布。都道府県の障害福祉部門から都道府県内他
部局及び市区町村へ調査を依頼し、各都道府県障害福祉部門で取りまとめて厚労省に報告。（令和元年8月1日時点）

 協議の場の設置状況（令和元年8月1日時点）

66%

87%

100%

平成30年1月 平成30年8月 令和1年8月

都道府県 市区町村

（令和元年度中に設置予定を含む） （令和元年度中に設置予定を含む）

圏域で設置 市区町村単独で設置 圏域と単独両方設置

市区町村数 675 573 63

＜参考＞
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医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 構成員の状況

都道府県

 協議の場の数：72

 協議の場の構成員となっている団体、事業所等の割合

 協議の場の事務局を担う部門
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その他：市町村、歯科医師会、薬剤師会、小児科医会、保育協会、公共職業安定所、学識経験者等

71%

56%

11%

39%

4%

54%

58%

83%

60%

4%

58%

54%

47%

43%
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福祉事務所
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児童相談所

教育委員会

学校

医療機関

訪問看護事業所

社会福祉協議会

当事者団体等

相談支援事業所

障害児通所支援事業所

その他の障害福祉サービス事業…

その他

①在宅医療部門

7%

②保健・衛

生部門

8%③障害福祉部門

63%④保育部門

1%

⑤教育部門

17%

⑥その他

4%



医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 構成員の状況

指定都市 市区町村

 協議の場の数：23
 協議の場の構成員となっている団体、事業所等の割合  協議の場の構成員となっている団体、事業所等の割合

 協議の場の数：754（圏域設置の協議の場を含む）

 協議の場の事務局を担う部門  協議の場の事務局を担う部門
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その他：歯科医師会、薬剤師会、医療ソーシャルワーカー協会、保育所、幼稚園、学識経験者等
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9%

57%

78%

61%

74%

74%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

医師会

看護系団体

福祉事務所

保健所・保健センター

児童相談所

教育委員会

学校

医療機関

訪問看護事業所

社会福祉協議会

当事者団体等

相談支援事業所

障害児通所支援事業所

その他の障害福祉サービス事業所等
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①在宅医療部門

4%

②保健・衛生部門

12%③障害福祉部門

81%

⑥その他

3%

その他：歯科医師会、薬剤師会、保育所、幼稚園、民生委員、児童委員、学識経験者等
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医療的ケア児等コーディネーターの配置について

医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、市町村においては、関連分野の支援を調整するコーディ

ネーターとして養成された相談支援専門員等の配置を促進することが必要である。このコーディネーターは、医療的ケア児

が必要とする多分野にまたがる支援の利用を調整し、総合的かつ包括的な支援の提供につなげるとともに、協議の場に参

画し、地域における課題の整理や地域資源の開発等を行いながら、医療的ケア児に対する支援のための地域づくりを推進

するといった役割を担っている。なお、市町村単独での配置が困難な場合には、圏域での配置であっても差し支えない。

関係機関等の連携に向けた施策

医療的ケア児の支援に関する保健、医療、福祉、教育等の連携の一層の推進について

障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針

一人一人の医療的ケア児のためには、福祉や医療等の関係分野について一定の知識を有した者により、その暮らしの設

計を手助けできる調整者が必要である。そのため、地方公共団体等において重症心身障害児者等及び医療的ケア児の支

援をコーディネートする者の育成を進めていくことをお願いする。

医療的ケア児に対する支援体制の充実

医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数

【活動指標】

（平成28年６月３日 医政発0603第３号 雇児発0603第４号 障発0603第２号 府子本第377号 28文科初第372号）

（平成29年厚生労働省告示第116号）

障害児福祉計画
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医療的ケア児等コーディネーターの配置について
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注1）令和元年度中に配置予定を含む 注2）2県は圏域ごとに配置 注3）圏域での設置を含む

コーディネーターを配置している
自治体数注1） コーディネーターの配置人数注1）

総数 全自治体数 配置割合 総数
1自治体あたり
配置人数
＜平均値＞

1自治体あたり
配置人数
＜中央値＞

都道府県 12注2） 47 26％ 156 3.3 2.5

指定都市 11 20 55％ 68 6.2 2.0

市区町村 369注3） 1,741 21％ 783 2.1 1.0

【調査方法】
厚生労働省障害福祉部障害福祉課から各都道府県の障害福祉部門に調査票を配布。都道府県の障害福祉部門から市区町村へ調査を
依頼し、各都道府県障害福祉部門で取りまとめて厚労省に報告。（令和元年8月1日時点）

 医療的ケア児等コーディネーターの配置状況（令和元年8月1日時点）

84%

91%

74%

16%

9%

25%

都道府県

指定都市

市区町村

研修受講あり 研修受講なし

 配置された医療的ケア児等コーディネーターの研修受講状況（令和元年8月1日時点）

圏域で配置 市区町村単独で設置

市区町村数 14 355

＜参考＞




